
　

お
問
い
合
わ
せ
は
、水
資
源
担
当
部
長
付
☎
948
６
２
２
３
・

934
１
８
８
６
へ

お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
福
祉
課
☎
948
６
９
４
１
・

934
１
７
６
３
へ

雨
水
的
生
活

雨
水
的
生
活
ア
メ
ア
メ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ア
メ
ア
メ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

雨
を
ま
ち
づ
く
り
に
う
ま
く
利
用

雨
と
う
ま
く
付
き
合
う
ま
ち
づ
く
り
へ

保
険
料
は
期
限
内
納
付
を

納
入
通
知
書  　
　
　

  

発
送　
　
　
　
　

７
月
中
旬

７
月
中
旬

平成22年度
後期高齢者
医 療 制 度

基
調
講
演
・

事
例
発
表
な
　ど

8
5木
8
5木

分
科
会
・

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

8
6金
8
6金

① 

所
得
の
低
い
人

②
制
度
加
入
の
前
日
ま
で
社
会
保
険

の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

保険料（年額）の計算

均等割額

最高限度額50万円（10円未満切り捨て）

＋
４万１,２２７円

所得割額

（前年の総所得金額等 ー 33万円〈基礎控除額〉）×
７.84％（所得割率）

１人当たりの保険料（年額）

年金額の年額

18万円未満
ですか ?

介護保険料との
合算額

年金額の
2分の1を
超えますか ?

特別徴収（年6回）

仮徴収

4月 6月 8月 10月 12月 2月

本徴収

前年の所得の確定までは仮算定し
た保険料額
（原則、前年度2月分と同額）

7月に確定する前年の所得により
算定した年間保険料額から、仮徴
収分を引き3期に分けた額

年金から保険料を天引き

普通徴収 (年 9回 )

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
平成23年

第9期

8/2
(月 )

8/31
(火 )

9/30
(木 )

11/1
(月 )

11/30
(火 )

12/27
(月 ) 1/31

( 月 )
2/28
( 月 )

3/31
( 木 )

７月中旬に発送する納付書で期限内に指定金融機関で納付。申し出に
より口座振替ができます

申し出により変更できます申し出により変更できます

は
い は

い

い
い
え

い
い
え

平成23年

第3回 雨水ネットワーク会議全国大会2010 松山 開催in第3回 雨水ネットワーク会議全国大会2010 松山 開催in

　

私
た
ち
の
生
活
に
水
の
恵

み
を
与
え
、
時
に
災
害
を
も

た
ら
す
「
雨
」
。
雨
と
の
付

き
合
い
方
や
ま
ち
づ
く
り
へ

の
活
用
を
考
え
る
「
第
3
回

雨
水
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
全

国
大
会
2
0
1
0
in
松
山
」

（
大
会
愛
称
・
雨
水
的
生
活

ア
メ
ア
メ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

を
8
月
5
日
㈭
・
6
日
㈮
に

総
合
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
（
湊
町
七
丁
目
）
で
開

催
し
ま
す
。
親
子
で
楽
し
め

る
イ
ベ
ン
ト
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ

い
。

　

今
年
度
の
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を
、
７
月
中
旬
に
発
送

し
ま
す
。
保
険
料
の
均
等
割
額
は
４
万
１
２
２
７
円
、
所
得
割

率
は
7
・
84
㌫
で
、
軽
減
措
置
も
行
い
ま
す
。　

【
場
所
】
キ
ャ
メ
リ
ア
ホ
ー
ル

【
内
容
】
13
時
～
基
調
講
演
＝
京

都
大
学
教
授
・
石
川
裕
彦
さ
ん
に

よ
る
「
豪
雨
・
渇
水
・
水
資
源
」、

気
象
予
報
士
・
三
ヶ
尻
知
子
さ
ん

に
よ
る
「
テ
レ
ビ
で
き
け
な
い
天

気
の
話
」
▼
15
時
30
分
～
事
例

発
表
＝
雨

の
恵
み
プ

ロ
ジ
ェ
ク

ト
（
ラ
イ

オ
ン
㈱
）、

一
般
世
帯

用
雨
水
タ

ン
ク
の
最

適
容
量（
愛

媛
大
学
教
授
・
藤
原
正
幸
さ
ん
）

▼
雨
水
タ
ン
ク
の
実
物
展
示
（
２

日
間
）
な
ど

【
参
加
費
】
無
料

【
場
所
】
分
科
会
＝
２

階
研
修
会
議
室
▼
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

＝
キ
ャ
メ
リ
ア
ホ
ー
ル

 
【
内
容
】
９
時
～
分
科

会
＝
「
山
」「
里
」「
町
」

「
海
」
の
４
分
科
会
で

　

期
間
中
、
キ
ャ
メ
リ

ア
ホ
ー
ル
ロ
ビ
ー
を
中

心
に
、
親
子
で
楽
し
め

る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し

ま
す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

【
内
容
】
巨
大
す
ご
ろ

く
で
水
の
循
環
を
学
ぼ

う
▼
カ
ラ
フ
ル
シ
ャ
ボ

　

雨
を
テ
ー
マ
に
川
柳

な
ど
の
作
品
を
募
集
し

ま
す
。
入
賞
者
に
プ
レ

ゼ
ン
ト
を
用
意
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
応
募
く

だ
さ
い
。

　

大
会
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジhttp://www.

am
eam

e-p.net/

ま
た

は
フ
ァ
ク
ス
で
住
所
、

雨
と
の
付
き
合
い
方
を
考
え
る

（
定
員
各
50
人
程
度
・
先
着
順
）

▼
11
時
～
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
＝
分
科
会
の
成
果
を
ま
と

め
「
松
山
宣
言
」
を
発
表

【
参
加
費
】
無
料

ン
玉
大
会
▼
自

分
だ
け
の
傘
か

ざ
り
作
り
▼
雨

み
ず
鉄
砲
体
験

な
ど

【
定
員
】
各
15
人
程
度

【
参
加
費
】
無
料

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い

【
内
容
】
雨
を
題
材
に
し
た
川
柳

▼
雨
水
を
「
た
め
る
・
使
う
」
ア

イ
デ
ア
募
集
▼
雨
の
日
ス
ナ
ッ
プ

写
真

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い

氏
名
、
連
絡
先
、
参
加
希
望
日

（
６
日
は
分
科
会
名
）
を
水
資
源

担
当
部
長
付
内
実
行
委
員
会
事
務

局
へ

　

１
人
当
り
の
保
険
料
（
年
額
）

は
、
被
保
険
者
が
均
等
に
負
担
す

る
「
均
等
割
額
」
と
被
保
険
者
の

前
年
の
所
得
に
よ
る
「
所
得
割

額
」
の
合
計
額
で
す
。

　

次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る

人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
均
等
割
額
】
同
一
世
帯
内
の
被

保
険
者
と
世
帯
主
の
総
所
得
金
額

等
の
合
計
額
を
も
と
に
、
左
表
の

と
お
り
軽
減

　

年
金
か
ら
天
引
き
と
な
る
「
特

別
徴
収
」
と
、
納
付
書
や
口
座
振

替
な
ど
で
納
め
る
「
普
通
徴
収
」

が
あ
り
ま
す
。（
左
図
参
照
）

　

な
お
、
申
し
出
に
よ
り
特
別
徴
収

か
ら
普
通
徴
収
に
変
更
で
き
ま
す
。

※
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
人
は
変

更
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

　

加
入
後
、
当
分
の
間
、
均
等
割

額
は
９
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。
な

お
、
国
民
健
康
保
険
（
国
民
健
康

保
険
組
合
を
含
む
）
の
加
入
者
で

あ
っ
た
人
は
除
き
ま
す
。

※
所
得
割
額
は
０
円
と
な
り
ま
す

※
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
６5

歳
以
上
の
人
は
右
表
の
判
定
時
に

15
万
円
を
差
し
引
き
ま
す
▼
世
帯

主
が
被
保
険
者
で
な
く
て
も
判
定

の
対
象
と
な
り
ま
す
▼
軽
減
判
定

は
、
４
月
１
日
（
４
月
２
日
以
降

新
た
に
加
入
し
た
場
合
は
加
入

日
）
の
世
帯
状
況
で
行
い
ま
す

【
所
得
割
額
】
所
得
割
額
を
負
担

す
る
人
で
、
前
年
の
総
所
得
金
額

等
か
ら
基
礎
控
除
額
（
33
万
円
）

を
引
い
た
額
が
58
万
円
以
下
＝
５

割
軽
減

２
日
と
も
申
し
込
み
必
要

 

親
子
向
け
イ
ベ
ン
ト
開
催

 

雨
を
テ
ー
マ
に
応
募
し
よ
う
！

平
成
22
年
度
の保険

料
は

保
険
料
の
軽
減
は

保
険
料
の
納
付
方
法
は

２
つ

総所得金額等が下記の金額以下の場合 軽減割合 軽減後の金額

基礎控除額（33万円）を超えない世帯で被保険
者全員が年金収入80万円（その他の各種所得が
ないこと）

9割 4,122円

基礎控除額（33万円） 8.5割 6,184円

基礎控除額（33万円）＋24.5万円×被保険者数
（被保険者の世帯主を除く） 5割 20,613円

基礎控除額（33万円）＋35万円×被保険者数 2割 32,981円

三ヶ尻知子さん 石川裕彦さん

広報まつやま ⑷2010（平成22）年７月15日号


